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Ⅰ 法 人 の 概 要 
 

１ 名     称 

   公益財団法人福岡市水道サービス公社 （平成 25年 4月 1日 公益財団法人へ移行） 
 

２ 設 立 目 的 

清浄にして豊富低廉な水道水の供給を安定的・継続的に維持するため，水道施設等の維持管理及

び水資源の有限性・重要性の啓発等に関する事業を行い，もって水道事業の健全な発展と安全安心

で豊かな市民生活の向上に寄与することを目的とする。 
 

３ 基 本 財 産 

1,500万円 

福岡市出資額            1,000万円 

福岡市管工事協同組合出資額     0,500万円 
 

４ 損 失 補 償 

(1) 補償者  福岡市（債務負担行為） 

(2) 補償額  総額 20,000千円を限度とする借入金及びこれに対する利息の合計額相当額 

(3) 期 間    平成 12 年度以降 
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５ 役員及び評議員名簿 （平成 26年 7月 1日現在） 

 

(１) 役員 

 

役 職 名 氏      名         備     考 

理 事 長 猪 上  照 明 福岡市水道局理事 

常  務  理  事 岡    宣 秀 （常 勤） 

理  事 広 城  吉 成 九州大学大学院准教授 

理 事 藤 本  久 美 
九州電力株式会社 

福間営業所長 

理 事 田 中  成 幸 元福岡市水道局理事 

理      事 中 野  直 樹 福岡市水道局配水部長 

理 事 平 田  貢一郎 福岡市水道労働組合執行委員長 

監 事 藤 田  和 子 公認会計士 

監 事 下 條  正 彦 福岡市水道局総務部長 

 

 

（２）評議員 

 

役 職 名 氏      名         備     考 

評   議   員 神 野  健 二 九州大学名誉教授 

評   議   員 岩 﨑  光太郎 弁護士 

評   議   員 大 松    茂 公認会計士 

評   議   員 藤    成 德 福岡市管工事協同組合理事長 
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６　平成26年度　組織図

(各年度７月１日現在)

※

お客さま第１，お客さま第２
主査

22

23

漏水防止，管修理②
施設維持施 設 維 持 課

175

西部保全事務所

中部保全事務所

東部保全事務所

給 水 管 理 課

南 営 業 所

保 全 部

西 営 業 所

早 良 営 業 所

※

博 多 営 業 所

東 営 業 所

※

中 央 営 業 所

※城 南 営 業 所

※

西部保全事務所22

給水審査，給水相談
配水保全

給水審査，給水相談
配水保全東部保全事務所

中部保全事務所22

23

62

45

平成 26 年 度

理 事 長

常務理事

お客さま第１，お客さま第２
主査

事 業 推 進 課 13

17

75

251

貯水槽検査，小規模貯水槽
調査，給水管改良，メーター

給水審査，給水相談
配水保全

給水審査，給水相談
配水保全

給水審査，給水相談
配水保全

管 理 課

営 業 部

総務，経理，検査
水道技術研修所

営業，収納推進，管理
お客さまセンター

平成 25 年 度

259

258

80営 業 部

理 事 長

常務理事

19

事 業 推 進 課 15

総務，主査，経理，検査
水道技術研修所

営業，収納推進，管理
お客さまセンター

管 理 課

25

博 多 営 業 所 21
お客さま第１，お客さま第２
主査

お客さま第１，お客さま第２
主査東 営 業 所

南 営 業 所 ※

※中 央 営 業 所

早 良 営 業 所 ※

※城 南 営 業 所

177

※西 営 業 所

漏水防止，管修理②
施設維持，番托取水 ※施 設 維 持 課

保 全 部

45

21

23

22

貯水槽検査，小規模貯水槽
調査，給水管改良，メーター

〔水道局理事兼任〕

※ 保全部施設維持課番托取水係は，所管業務を平成26年度から福岡市水道局が直営化したため廃止。

※ 中央営業所，南営業所，城南営業所，早良営業所及び西営業所については，水道局から民間事業者へ業務委託を
　　行い，事業推進課管理係が事業者の監督・指導を行っている。

給水審査，給水相談
配水保全

65

給 水 管 理 課

 
理事長事 ０ (▲1) 
常務理事 １ (±0) 
部長     １ (±0) 
課長     ９ (±0) 

 
  ［２部９課］ 

 

常勤役員        1 （▲ 1） 
派遣職員      129 （▲ 5） 
固有職員       11 （± 0） 

再雇用職員     87 （± 0） 
検針員         13 （▲ 2） 

嘱託職員       10 （± 0） 
   計      251  (▲ 8) 

 
理事長事 １  
常務理事 １  
部長   １ 理  
課長    ９ 

 
  ［２部９課］ 
 

      常勤役員        2 
      派遣職員      134 
      固有職員       11 

      再雇用職員     87 
      検針員         15 

      嘱託職員       10 
        計      259 

(常務理事事務取扱） (常務理事事務取扱） 
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Ⅱ 平成 25年度決算状況 
 

1 事 業 報 告 
（１）公益目的事業                                 ※( )内は計画数 

事   業 事 業 内 容 及 び 事 業 量 

水 道 施 設 等 

維 持 管 理 事 業 

配 水 施 設 等 

維 持 管 理 業 務 

配水施設等の点検，整備，修繕等の保全業務 

     配水管等修理件数        5,145件(5,300件) 

   点々舗装件数           1,352件(1,300件) 

   漏水防止調査延長        3,022㎞(2,900㎞) 

   洗管，漏水等調査業務等 

再生水利用下水道事業再生水管修理等業務 

     修理工事等件数             30件(60件) 

水 道 メ ー タ ー 

維 持 管 理 業 務 

 水道メーター保管，出入庫管理業務 

 水道メーター維持整備業務 

メーター取替え，取外し件数   88,214件(87,000件) 

メーター移設，掘上げ等件数  0   18件(50件) 

 水道メーター器差試験 

浄 水 施 設 等 

維 持 管 理 

業 務 

 浄水場排水処理施設運転管理 

 （夫婦石浄水場，乙金浄水場，多々良浄水場） 

  曲渕ダムの維持管理 

  甘水取水場の維持管理 

 南畑取水場の維持管理 

 室見取水場の維持管理 

 番托取水場の維持管理及び運転管理業務の 

 監督・指導 

曰佐江地区等の灌漑施設維持管理 

 

給 水 装 置 等 の 

適 正 管 理 に 

係 る 事 業 

鉛 製 給 水 管 

更 新 業 務 

  鉛製給水管更新に関する業務 

      更新工事件数        1,503件(1,500件) 

漏 水 発 生 給 水 管 

取 替 業 務 

    応急修理件数       1,934件(2,000件) 

   取替工事件数        559件(500件) 

給 水 装 置 

工 事 検 査 等 

業 務 

給水装置工事設計審査 
     審査件数            14,881件(12,000件) 
給水装置工事竣工検査 

     検査件数            21,613件(19,700件) 
給水装置等の施設に係る相談等 

直結給水の推進 
小規模貯水槽の適正管理の啓発 
  調査件数        2,503件(2,500件) 
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水 質 の 適 正 

管 理 業 務 

給水装置等の適正管理に係る指導，広報等 

水道法第34条の2第2項の規定に基づく簡易専用 

水道等の定期検査業務         

検査件数        3,199件(3,200件) 

水 道 技 術 研 修 

事 業 
水道技術研修所の管理運営 

節 水 Ｐ Ｒ 事 業 節水ＰＲカレンダーの配布，水道週間等諸行事への参加 

水 源 地 域 振 興 

協 力 及 び 交 流 

事 業 

水源地域との交流事業 

 

（２）収益事業等 

   ア 収益事業 

事   業 事 業 内 容 及 び 事 業 量 

駐 車 場 事 業 
水道局用地を利用した駐車場事業の運営 

契約台数（平成26年3月31日現在）               21台 

広 告 掲 載 事 業 検針票裏面への有料広告の募集及び掲載 

   

イ その他事業 

事   業 事 業 内 容 及 び 事 業 量 

水 道 料 金 等 

徴 収 事 業 

水道メーターの検針，調査等 

     検針件数              延べ  1,432,336件(1,431,000件) 

水道料金等の調定及び収納 

水道料金等の未納整理 

通水作業業務 

お客さまセンター運営業務及び転居清算業務の監督・指導 

中央営業所，南営業所，城南営業所，早良営業所及び西営業所業務の 

監督・指導 
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（３）理事会開催状況 

 

区          分 内                      容 

平成25年度第１回理事会 

書面表決 

(平 成 25年 4月 1日 )
 

 

（議案） 

・臨時評議員会の開催について 

上記議案を決議 

 

平成25年度第２回理事会 

書面表決 第1回理事会 

(平 成 25年 4月 1日 ) 

 

（議案） 

 ・理事長の選定について 

 ・常務理事の選定について 

上記議案を決議 

 

平成25年度第３回理事会 

  (平 成 25年 5月 28日 ) 

 

（議案） 

 ・平成24年度事業報告及び収支決算 

 ・平成25年度第２回評議員会の開催について 

上記議案を決議 

 

平成25年度第４回理事会 

書面表決 第1回理事会 

(平 成 26年 2月 28日 ) 

 

（議案） 

 ・平成25年度事業計画変更案 

 ・平成25年度収支補正予算案  

上記議案を決議 

 

平成25年度第５回理事会 

(平 成 26年 3月 26日 ) 

 

（議案） 

・平成26年度事業計画及び収支予算案 

上記議案を決議 

（報告） 

・職務の執行状況報告について 

・東部ブロック（東区・博多区）営業所業務の 

民間委託について 
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（４）評議員会開催状況 

 

区          分 内                      容 

平成25年度第１回評議員会 

書面表決 

(平 成 25年 4月 1日 )
 

 

（議案） 

・理事の選任について 

・監事の選任について 

上記議案を決議 

 

平成25年度第２回評議員会 

(平 成 25年 6月 6日 ) 

 

（議案） 

 ・平成24年度貸借対照表，正味財産増減計算書及び 

財産目録の承認について 

上記議案を決議 

（報告） 

・理事長及び常務理事の選定について 

・平成24年度事業報告について 

 

7



２ 貸借対照表 （平成 26年 3月 31日現在） 

（１）貸借対照表 
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（２）貸借対照表内訳表 
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３ 正味財産増減計算書 （平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで） 

（１）正味財産増減計算書 

 

（注） １  前年度は，当年度の事業区分に準じて，組替えを行い計上している。 

 ２  派遣職員（132 名）の給料，扶養手当などの基本給については，福岡市水道局から 

  直接支給している。(25 年度支給実績 739,736,880 円) 
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（２）正味財産増減計算書内訳表 
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４ 財産目録 （平成 26 年 3月 31日現在） 
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５ 収支計算書 （平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで） 

（１）収支計算書 
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(注)  派遣職員(132名)の給料，扶養手当などの基本給については，福岡市水道局から直接支給 

    している。（平成 25 年度支給実績 739,736,880 円） 

14



（２）収支計算書内訳表 
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６ 契約金額が３億円以上の工事又は製造の請負の契約 

 

 該当なし 

 

 

７ 契約金額が 4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約 

 

 該当なし 
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Ⅲ 平成 26年度事業計画等 
 

1 事 業 計 画 
当公社は，定款の定めるところに従い，清浄にして豊富低廉な水道水の供給を安定的・継続的に維持 

するため，水道施設等の維持管理及び水資源の有限性・重要性の啓発等に関する事業を行い，もって水 

道事業の健全な発展と安全安心で豊かな市民生活の向上に寄与することを目的に次の事業を行う。 

 

（１）公益目的事業                        ※(  )内は昨年度計画数 

事   業 事 業 内 容 及 び 事 業 量 

水 道 施 設 等 

維 持 管 理 事 業 

配 水 施 設 等 

維 持 管 理 業 務 

配水施設等の点検，整備，修繕等の保全業務 

   配水管等修理見込件数       5,482件(6,200件) 

  点々舗装見込件数          1,325件(1,300件) 

  漏水防止調査見込延長       2,907㎞(2,900㎞) 

  洗管，漏水等調査業務等 

再生水利用下水道事業再生水管修理等業務 

    修理工事等見込件数            060件(60件) 

水 道 メ ー タ ー 

維 持 管 理 業 務 

 水道メーター保管，出入庫管理業務 

 水道メーター維持整備業務 

メーター取替え，取外し見込件数    68,058件(87,000件) 

メーター移設，掘上げ等見込件数       23件(50件) 

 水道メーター器差試験 

浄 水 施 設 等 

維 持 管 理 

業 務 

 浄水場排水処理施設運転管理 

 （夫婦石浄水場，乙金浄水場，多々良浄水場） 

  曲渕ダムの維持管理 

  甘水取水場の維持管理 

 南畑取水場の維持管理 

 室見取水場の維持管理 

曰佐江地区等の灌漑施設維持管理 

給 水 装 置 等 の 

適 正 管 理 に 

係 る 事 業 

 

鉛 製 給 水 管 

更 新 業 務 

  鉛製給水管更新に関する業務 

      更新工事見込件数     1,500件(1,500件) 

漏 水 発 生 給 水 管 

取 替 業 務 

   応急修理見込件数        2,000件(2,000件) 

取替工事見込件数          500件(500件) 

給 水 装 置 

工 事 検 査 等 

業 務 

給水装置工事設計審査 
     審査見込件数           12,600件(12,000件) 
給水装置工事竣工検査 

     検査見込件数          19,500件(19,700件) 
給水装置等の施設に係る相談等 

直結給水の推進 
小規模貯水槽の適正管理の啓発 
  調査見込件数      2,500件(2,500件) 
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水 質 の 適 正 

管 理 業 務 

給水装置等の適正管理に係る指導，広報等 

水道法第34条の2第2項の規定に基づく簡易専用 

水道等の定期検査業務         

検査見込件数       3,200件(3,200件) 

水 道 技 術 研 修 

事 業 
水道技術研修及び水道技術研修所の管理運営 

節 水 Ｐ Ｒ 事 業 節水ＰＲカレンダーの配布，水道週間等諸行事への参加 

水 源 地 域 振 興 

協 力 及 び 交 流 

事 業 

水源地域との交流事業 

   (注) 浄水施設等維持管理業務における番托取水場の維持管理については，平成 26年度から 

福岡市水道局が直営化したため公社業務としては廃止。 

 

（２）収益事業等 

  ア 収益事業 

事   業 事 業 内 容 及 び 事 業 量 

駐 車 場 事 業 
水道局用地を利用した駐車場事業の運営 

契約見込台数                      平均 22台／月 

広 告 掲 載 事 業 水道メーター検針票裏面への有料広告の募集及び掲載 

   

イ その他事業 

事   業 事 業 内 容 及 び 事 業 量 

水 道 料 金 等 

徴 収 事 業 

水道メーターの検針，調査等 

     検針見込件数             延べ  1,451,000件(1,431,000件) 

水道料金等の調定及び収納 

水道料金等の未納整理 

通水作業業務 

お客さまセンター運営業務及び転居清算業務の監督・指導 

中央営業所，南営業所，城南営業所，早良営業所及び西営業所業務の 

監督・指導 
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２ 収支予算書 （平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで） 

（１）収支予算書 
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（注） １  短期借入金の最高限度額 20,000千円 

 ２  派遣職員（131 名）の給料，扶養手当などの基本給については，福岡市水道局から直接支給 

  するため当公社事業費等には計上せず，751,918千円を水道局予算に計上している。 
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（２）収支予算書内訳表 
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○　参　考　資　料

１　平成26年度　配置人員（平成26年 7月 1日現在）
(単位：人)

理

事

長

常
務
理
事

部

長

課

長

派

遣

市

退

職

派

遣

派

遣

派

遣

固

　
有

派

遣

嘱

託

再

雇

用

検

針

員

固

有

小

計

0 ( 0 )

1 1 ( 0 )

0 ( 0 )

1 1 ( 1 )

課 長 1 1 ( 1 )

総 務 係 1 4 4 5 ( 5 )

経 理 係 1 1 1 2 ( 2 )

検 査 係 1 1 1 2 ( 2 )

水 道 技 術 研 修 所 1 3 3 6 7 ( 4 )

小　計 1 4 9 3 12 17 ( 14 )

課 長 1 1 ( 1 )

営 業 係 1 2 2 3 ( 3 )

収 納 推 進 係 1 1 1 2 3 ( 2 )

管 理 係 1 1 1 2 3 ( 2 )

お 客 さ ま セ ン タ ー 1 2 2 3 ( 3 )

小　計 1 4 6 2 8 13 ( 11 )

所 長 2 2 ( 2 )

お 客 さ ま 第 １ 係 2 9 1 13 23 25 ( 11 )

お 客 さ ま 第 ２ 係 2 8 6 14 16 ( 10 )

主 査 2 2 ( 2 )

小　計 2 6 17 1 6 13 37 45 ( 25 )

課 長 1 1 ( 1 )

漏 水 防 止 係 1 7 4 11 12 ( 8 )

管 修 理 係 2 17 5 1 23 25 ( 19 )

施 設 維 持 係 1 7 16 23 24 ( 1 )

小　計 1 4 24 7 25 1 57 62 ( 29 )

課 長 1 1 ( 1 )

貯 水 槽 検 査 係 1 7 1 8 9 ( 0 )

小規模貯水槽調査係 1 8 1 9 10 ( 1 )

給 水 管 改 良 係 1 6 7 2 15 16 ( 7 )

メ ー タ ー 係 1 4 4 8 9 ( 1 )

小　計 1 3 1 6 26 8 40 45 ( 10 )

所 長 3 3 ( 3 )

給 水 審 査 係 3 10 10 1 21 24 ( 13 )

給 水 相 談 係 3 3 6 9 12 ( 6 )

配 水 保 全 係 3 14 2 9 25 28 ( 17 )

小　計 3 9 27 2 25 1 55 67 ( 39 )

0 1 1 9 30 1 89 10 87 13 10 209 251 ( 129 )

保

全

事

務

所

計(うち派遣)

係

員

理 事 長

係

長
　　　　　　　　　　　　　　職　　種

　　所　　属

計

常 務 理 事

営 業 部 長

保 全 部 長

管

　
　
理

　
　
課

営

業

所

事

業

推

進

課

施

設

維

持

課

給

水

管

理

課
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（１）公益目的事業 （　　）内は事業活動支出（単位：円）

配水管等修理 5,300 件 5,145 件

点々舗装 1,300 件 1,352 件

漏水防止調査延長 2,900 ㎞ 3,022 ㎞

洗管，漏水等調査業務等

・再生水管修理等業務 修理工事等件数 60 件 30 件

・水道メーターの維持整備 取替え・取外し件数 87,000 件 88,214 件

移設・掘上げ等件数 50 件 18 件

・水道メーター保管，出入庫管理業務

・水道メーター器差試験

・浄水場排水処理施設運転管理

（夫婦石，乙金，多々良）

・曲渕ダムの維持管理

・取水場の維持管理（甘水，南畑，室見）

・番托取水場の維持管理及び運転管理業務の監督・指導

・曰佐江地区等の灌漑施設維持管理

・鉛製給水管更新に関する業務 更新工事 1,500 件 1,503 件

・漏水発生給水管取替業務 応急修理 2,000 件 1,934 件

取替工事 500 件 559 件

・給水装置工事の設計審査，竣工検査等

審査件数 12,000 件 14,881 件

検査件数 19,700 件 21,613 件

・小規模貯水槽の適正管理 調査件数 2,500 件 2,503 件

　の定期検査業務 検査件数 3,200 件 3,199 件

・水道技術研修所の管理運営 職員研修 19 回 17 回

配水管工技能講習 15 回 14 回

配管設計講習 2 回 2 回

・節水ＰＲカレンダーの配布 2,000 部 2,000 部

・水道週間等諸行事への参加

・水源地域との交流事業

　　水源地域の学校へ図書寄贈

　　市内小学生を対象とした自然学習事業

　　水源地域のイベント等へ参加

計

（２）収益事業等

・水道局用地を利用した駐車場事業の運営

契約台数/月平均 21 台 20.5 台

・水道メーターの検針等 検針件数 1,431,000 件 1,432,336 件

・水道料金等の調定，収納及び未納整理

計

※配水施設等維持管理業務の配水管等修理件数の計画件数は，補正後の件数である。(当初件数6,200件)

(284,882,000) (276,954,219)

　６ヵ月掲載 　６ヵ月掲載

(283,732,000) (275,935,371)

収
益
事
業

水道料金等徴収事業

広告掲載事業

・配水施設等の点検，整備，修繕等の保全業務

　　　３ヵ所

　　　１ヵ所

(207,654,000)

(202,399,000)

(85,083,000)

　　　１ヵ所

駐車場事業

そ
の
他
事
業

(180,000)

・検針票裏面への有料広告の募集及び掲載

・お客さまセンター運営業務及び転居清算業務の監督・指導

・通水作業業務

・中央，南，城南，早良及び西営業所業務の監督・指導

(950,000)

(200,000)

(2,072,268,000) (2,020,783,587)

(931,602)

(1,359,174)

　　　１ヵ所

　　　４ヵ所

(260,730,891)

　４事業
水源地域振興協力及び
交流事業

節水ＰＲ事業

水道技術研修事業

(261,228,000)

(1,479,000)

・水道法第３４条の２第２項の規定に基づく簡易専用水道等

(1,495,000)

・給水装置等の適正管理に関わる指導，広報等

２　平成25年度　事業報告

事　　　　業 事　　業　　内　　容

計　画 実　績

実　績計　画

　　　４ヵ所

事　　　　業 事　　業　　内　　容

配水施設等維持管理業務

水道メーター維持管理業務

水質の適正管理業務

給水装置工事検査等業務

漏水発生給水管取替業務

鉛製給水管更新業務

浄水施設等維持管理業務

(834,915,811)(845,067,000)

(838,848)

(190,532,755)

(45,395,000) (39,179,597)

(40,784,000) (35,588,886)

　４事業

　　　３ヵ所

(201,150,084)

　　　１ヵ所

(381,684,000) (373,438,587)

(82,956,200)

　　　３ヵ所 　　　３ヵ所
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（１）公益目的事業 （　　）内は事業活動支出（単位：千円）

配水管等修理 5,482 件 6,200 件

点々舗装 1,325 件 1,300 件

漏水防止調査延長 2,907 ㎞ 2,900 ㎞
漏水防止調査(工業用水)延長 26 km 0 km

洗管，漏水等調査業務等

・再生水管修理等業務 修理工事等件数 60 件 60 件

・水道メーターの維持整備 取替え・取外し件数 68,058 件 87,000 件

移設・掘上げ等件数 23 件 50 件

・水道メーター保管，出入庫管理業務

・水道メーター器差試験

・浄水場排水処理施設運転管理

（夫婦石，乙金，多々良）

・曲渕ダムの維持管理

・取水場の維持管理（甘水，南畑，室見）

・番托取水場の維持管理及び運転管理業務の監督・指導

・曰佐江地区等の灌漑施設維持管理

・鉛製給水管更新に関する業務 更新工事 1,500 件 1,500 件

・漏水発生給水管取替業務 応急修理 2,000 件 2,000 件

取替工事 500 件 500 件

・給水装置工事の設計審査，竣工検査等

審査件数 12,600 件 12,000 件

検査件数 19,500 件 19,700 件

・小規模貯水槽の適正管理 調査件数 2,500 件 2,500 件

　の定期検査業務 検査件数 3,200 件 3,200 件

・水道技術研修及び研修所の管理運営

職員研修 11 回 19 回

配水管工技能講習 15 回 15 回

配管設計講習 2 回 2 回

・節水ＰＲカレンダーの配布 2,000 部 2,000 部

・水道週間等諸行事への参加

・水源地域との交流事業

　　水源地域の学校へ図書寄贈

　　市内小学生を対象とした自然学習事業

　　水源地域のイベント等へ参加

計

（２）収益事業等

・水道局用地を利用した駐車場事業の運営

契約台数/月平均 22 台 21 台

・水道メーターの検針等 検針件数 1,451,000 件 1,431,000 件

・水道料金等の調定，収納及び未納整理

計

(1,017)

(200)

(236,328)

　　　１ヵ所

(434,304) (443,684)

(85,083)

　　　３ヵ所 　　　３ヵ所

(1,014,728)(968,208)

(950)

(207,084)

(42,371) (45,375)

(43,425) (40,784)

　４事業

　　　３ヵ所

２６年度（計画） ２５年度（計画）

25年度（計画）26年度（計画）

　　　４ヵ所

事　　　　業 事　　業　　内　　容

配水施設等維持管理業務

水道メーター維持管理業務

水質の適正管理業務

(1,625)

・給水装置等の適正管理に関わる指導，広報等

３　平成26年度　事業計画

事　　　　業 事　　業　　内　　容

給水装置工事検査等業務

漏水発生給水管取替業務

鉛製給水管更新業務

浄水施設等維持管理業務

(1,495)

　　　４ヵ所

(287,228)

　４事業
水源地域振興協力及び
交流事業

節水ＰＲ事業

水道技術研修事業

(275,775)

(1,520)

・水道法第３４条の２第２項の規定に基づく簡易専用水道等

収
益
事
業

水道料金等徴収事業

広告掲載事業

駐車場事業

そ
の
他
事
業

(200)

・水道メーター検針票裏面への有料広告の募集及び掲載

・お客さまセンター運営業務及び転居清算業務の監督・指導

・通水作業業務

・中央，南，城南，早良及び西営業所業務の監督・指導

・配水施設等の点検，整備，修繕等の保全業務

　　　３ヵ所

(208,005)

(219,211)

(78,294)

　　　１ヵ所

　　－ 　　　１ヵ所

(299,505) (299,882)

　６ヵ月掲載 　６ヵ月掲載

(298,288) (298,732)

(2,272,738) (2,363,268)

(1,479)
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公益財団法人福岡市水道サービス公社定款 

 

 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 この法人は、公益財団法人福岡市水道サービス公社と称する。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を福岡県福岡市に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第３条 この法人は、清浄にして豊富低廉な水道水の供給を安定的・継続的に維持するため、水道施

設等の維持管理及び水資源の有限性・重要性の啓発等に関する事業を行い、もって水道事業の健全

な発展と安全安心で豊かな市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）水道水の衛生及び水質保全に関する事業 

（２）水道施設等の維持及び管理運営に関する事業 

（３）給水装置及び貯水槽等の適正管理に関する事業 

（４）水道技術の向上、継承等の技術者育成に関する事業 

（５）節水思想の普及高揚に関する事業 

 （６）水源地域の振興協力及び交流に関する事業 

（７）水道料金等の徴収に関する事業 

（８）災害時等における水道事業に係る支援等に関する事業 

（９）水道事業に係る調査、研究及び支援に関する事業 

（10）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項の事業は、福岡県において行うものとする。 

３ この法人は、前項の事業の推進に資するため、次の収益事業等を行う。 

（１）公有地活用等に関する事業 

 （２）その他この法人の事業の推進に必要な事業 

 

第３章 資産及び会計 

（基本財産） 

第５条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものであって、次の各号に掲

げるものをもって構成する。 

（１）移行当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 

（２）基本財産とすることを指定して寄附された財産 

（３）理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産 

２ 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければなら
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ず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじ

め理事会及び評議員会の承認を要する。 

 （事業年度） 

第６条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる。 

 （事業計画及び収支予算） 

第７条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につい

ては、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。

これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲

覧に供するものとする。 

 （事業報告及び決算） 

第８条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、

監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

 （１）事業報告 

 （２）事業報告の附属明細書 

 （３）貸借対照表 

 （４）損益計算書（正味財産増減計算書） 

 （５）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

 （６）財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第３号、第４号及び第６号の書類については、定時評

議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受

けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に５年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、

定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

 （１）監査報告 

（２）理事及び監事並びに評議員の名簿 

 （３）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

 （４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書

類 

 （公益目的取得財産残額の算定） 

第９条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基

づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第３項第４

号の書類に記載するものとする。 

 

第４章 評議員 

 （評議員の定数） 

第 10 条 この法人に評議員３名以上９名以内を置く。 

 （評議員の選任及び解任） 

第 11 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下、「法人法」
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という。）第 179 条から第 195 条の規定に従い、評議員会において行う。 

２ 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 

（１）各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分の１を超

えないものであること。 

   イ 当該評議員及びその配偶者又は３親等内の親族 

   ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

   ハ 当該評議員の使用人 

   ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって

生計を維持しているもの 

   ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 

   ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの 

（２）他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総

数の３分の１を超えないものであること。 

   イ 理事 

   ロ 使用人 

   ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある

ものにあっては、その代表者又は管理人）又は業務を執行する社員である者 

   ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。）であ

る者 

    ① 国の機関 

    ② 地方公共団体 

    ③ 独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行政法人 

    ④ 国立大学法人法第２条第１項に規定する国立大学法人又は同条第３項に規定する大学共 

同利用機関法人 

    ⑤ 地方独立行政法人法第２条第１項に規定する地方独立行政法人 

⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省

設置法第４条第 15 号の規定の適用を受けるものをいう。）又は、認可法人（特別の法律に

より設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。） 

 （評議員の任期） 

第 12 条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員

会の終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期

の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、

新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 

 （評議員の報酬等） 

第 13 条 評議員に対して、各年度の総額が 30 万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める

報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 
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第５章 評議員会 

 （構成） 

第 14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

 （権限） 

第 15 条 評議員会は次の事項について決議する。 

 （１）理事及び監事の選任又は解任 

 （２）理事及び監事の報酬等の額 

 （３）評議員に対する報酬等の支給の基準 

 （４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びに財産目録の承認 

 （５）定款の変更 

（６）残余財産の処分 

 （７）基本財産の処分又は除外の承認 

 （８）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

（開催） 

第 16 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３箇月以内に開催するほか、必要がある

場合に開催する。 

（招集） 

第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集

を請求することができる。 

（議長） 

第 18 条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選により定める。 

 （決議） 

第 19 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出

席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議

員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

 （１）監事の解任 

 （２）評議員に対する報酬等の支給の基準 

（３）定款の変更 

 （４）基本財産の処分又は除外の承認 

 （５）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を行わなけれ

ばならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 21 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛

成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

 （議事録） 

第 20 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した評議員の中から選出された議事録署名人２名は、前項の議事録に記名押印する。 

第６章 役員 
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 （役員の設置） 

第 21 条 この法人に、次の役員を置く。 

 （１）理事６名以上 12 名以内 

 （２）監事１名以上３名以内 

２ 理事のうち１名を理事長とし、１名を常務理事とする。 

３ 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第 197 条において準用す

る同法第 91 条第１項第２号の業務執行理事とする。 

 （役員の選任） 

第 22 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

（理事の職務及び権限） 

第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常

務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。 

３ 理事長及び常務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況

を理事会に報告しなければならない。 

 （監事の職務及び権限） 

第 24 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況

の調査をすることができる。 

 （役員の任期） 

第 25 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会

の終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終

結の時までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第 21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し

た後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 （役員の解任） 

第 26 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することが

できる。 

 （１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき 

 （２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき 

 （役員の報酬等） 

第 27 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別

に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 

 

第７章 理事会 

 （構成） 
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第 28 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 （権限） 

第 29 条 理事会は、次の職務を行う。 

 （１）この法人の業務執行の決定 

 （２）理事の職務の執行の監督 

 （３）理事長及び常務理事の選定及び解職 

 （招集） 

第 30 条 理事会は理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。 

（議長） 

第 31 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 （決議） 

第 32 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、

その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、

理事会の決議があったものとみなす。 

 （議事録） 

第 33 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

   第８章 定款の変更及び解散 

 （定款の変更） 

第 34 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は、この定款の第３条、第４条及び第 11 条についても適用する。 

 （解散） 

第 35 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定

められた事由によって解散する。 

 （公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第 36 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合（その

権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）には、評議員会の決議を経て、公益目的取

得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（以下「認定法」という。）第５条第 17 号に

掲げる法人又は福岡市に贈与するものとする。 

（残余財産の帰属） 

第 37 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第５

条第 17 号に掲げる法人又は福岡市に贈与するものとする。 

 

   第９章 公告の方法 

 （公告の方法） 
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第 38 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 

 

第 10 章 事務局 

 （事務局） 

第 39 条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。 

２ 事務局に所要の職員を置く。 

３ 事務局に関する規程は、理事長が別に定める。 

 

第 11 章 補則 

 （委任） 

第 40 条 この定款の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（以下「整備法」という。）第 106

条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

２ 整備法第 106 条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったとき

は、第６条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を

事業年度の開始日とする。 

３ この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 

  神 野 健 二 

  岩 﨑 光太郎 

  大 松   茂 

  藤   成 德 

  和志武 三樹男   

４ この法人の最初の理事長は、前野文雄とする。 

５ この法人の最初の常務理事は、井口万壽雄とする。 

６ この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。 

前 野 文 雄 

井 口 万壽雄 

  広 城 吉 成 

  藤 本 久 美 

  田 中 成 幸 

田 原 忠 男 

  平 田 貢一郎 

７ この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。 

  藤 田 和 子 

  古 賀 康 彦 
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